
 
 
 
 

建設工事等の成績評定結果については、「公共工事の入札及び
契約の適正化を図るための措置に関する指針」の趣旨に基づき、大
阪府のホームページ上において 1 年間にわたり公表を実施していると
ころですが、工事等の品質確保の観点や、多様な⼊札制度への注
目の高まりなどによる情報取得の利便性向上を目的とし、公表期間
を 5年間に延⻑することとしたのでお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 対象の案件は、大阪府発注の建設工事及び測量・建設コンサル 
タント等業務のうち、成績評定を実施するすべての案件です 

※ 適用する案件は、令和 2年 4月 1⽇以降に検査を実施する 
案件からとします 

 
 
 
 

成績評定結果の公表期間を延⻑します 

工事等成績評定結果の公表期間を延⻑ 
現在 ︓ 成績評定結果を公表した月の末日から 

1年を経過するまで 
 
改正 ︓ 検査実施年度の末日から 5 年を経過 

するまで 

変 更 点 

 

大阪府総務部契約局建設工事課 
建築検査グループ 06-6944-6108 
土木検査グループ 06-6944-6851 

問い合わせ先 

建設工事 測量・建設コンサルタント等業務 


